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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信に用いるパラメータをネットワーク側に送付して通信セッションを確立し、通信す
べき情報の有無にかかわらず当該通信セッションを確立した状態に保つよう開放されても
再接続処理を行う通信方式に対応した無線通信を行う無線制御部を有する通信端末装置で
あって、
　前記無線制御部は、
　　前記通信セッションを開放すべき状態となった際、前記通信セッションを開放させる
前に、前記通信セッションの開放が当該通信端末装置の電源オフ処理に基づいたものであ
るか否か判定し、
　　前記電源オフ処理以外に基づいたものである場合には、前記通信セッションの開放処
理を行い、
　　前記電源オフ処理に基づいたものである場合には、前記通信セッションの開放処理を
行うことなく電源をオフする
　ことを特徴とする通信端末装置。
【請求項２】
　ネットワークとの間で、無線による物理コネクションと、通信に用いるパラメータを前
記ネットワーク側に送付して通信条件を取り決める通信セッションと、データを送受する
データリンクと、を順次接続することにより通信を行う通信方式に対応した無線通信を行
い、通信すべき情報の有無にかかわらず、前記通信セッションを確立した状態に保つよう
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開放されても再接続処理を行う無線制御部を有する通信端末装置であって、
　前記無線制御部は、
　　前記通信セッションと前記データリンクを確立した状態にて前記通信セッションとデ
ータリンクを開放すべき状態となった際、前記通信セッションを開放させる前に、前記通
信セッションとデータリンクの開放が当該通信端末装置の電源オフ処理に基づいたもので
あるか否か判定し、
　　前記電源オフ処理以外に基づいたものである場合には、前記通信セッションの開放処
理とデータリンクの開放処理とを行い、
　　前記電源オフ処理に基づいたものである場合には、前記通信セッションについては開
放処理を行うことなく前記データリンクを開放し、電源をオフする
　ことを特徴とする通信端末装置。
【請求項３】
　無線による物理コネクションを確立し、通信に用いるパラメータをネットワーク側に送
付して通信セッションを確立した上でデータリンクを確立して通信を行う第1の通信方式
と、前記パラメータを前記物理コネクションの確立時にネットワークに送付した上でデー
タリンクを確立して通信を行う第２の通信方式との双方の通信方式による通信が実行可能
な送受信部と、
　前記送受信部を制御する無線制御部と、を備えた通信端末装置であって、
　前記無線制御部は、
　　通信すべきデータの有無にかかわらず、前記第１の通信方式における前記通信セッシ
ョンが開放されると再接続処理を行って当該通信セッションを確立した状態に保つよう前
記送受信部を制御する処理を行い、
　　前記通信セッションと前記データリンクを確立した状態にて前記通信セッションとデ
ータリンクを開放すべき状態となった際、前記通信セッションを開放させる前に、前記通
信セッションとデータリンクの開放が当該通信端末装置の電源オフ処理に基づいたもので
あるか否か判定し、
　　前記電源オフ処理以外に基づいたものである場合には、前記通信セッションの開放処
理とデータリンクの開放処理とを行い、
　　前記電源オフ処理に基づいたものである場合には、前記通信セッションについては開
放処理を行うことなく前記データリンクを開放し、電源オフ処理を行うよう前記送受信部
を制御する
　ことを特徴とする通信端末装置。
【請求項４】
　前記無線制御部は、前記第２の通信方式で待ち受け、当該第２の通信方式にて前記第１
の通信方式への遷移が指示されると、前記第1の通信方式にてデータリンクの確立が可能
となる
　ことを特徴とする請求項３に記載の通信端末装置。
【請求項５】
　前記無線制御部は、前記電源オフ処理の後に電源オン処理が指示されると、前記電源オ
フ処理前に確立した前記通信セッションに関するパラメータがネットワーク側に残されて
いる場合は当該通信セッションを再度確立する
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一に記載の通信端末装置。
【請求項６】
　ネットワークとの間で無線による物理コネクションを確立し、通信に用いるパラメータ
を当該物理コネクションにてネットワーク側に送付して通信セッションを確立し、データ
リンクを確立し通信を行い、通信すべきデータの有無にかかわらず、前記通信セッション
が開放されても再接続処理を行う無線制御部を有する通信端末装置における通信方法であ
って、
　前記無線制御部が、
　　電源オフ指示を受け付ける電源オフステップと、
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　　前記通信セッションと前記データリンクを確立した状態にて前記通信セッションとデ
ータリンクを開放すべき状態となった際、前記通信セッションを開放させる前に、前記通
信セッションとデータリンクの開放が当該通信端末装置の電源オフ処理に基づいたもので
あるか否か判定する判定ステップと、
　　前記電源オフ処理以外に基づいたものである場合には、前記通信セッションの開放処
理とデータリンクの開放処理とを行い、前記電源オフ処理に基づいたものである場合には
、前記通信セッションについての開放処理を行うことなく前記データリンクを開放するデ
ータリンク開放ステップと、
　を有することを特徴とする通信端末装置における通信方法。
【請求項７】
　前記無線制御部が、
　電源オン指示を受け付ける電源オンステップと、
　前記電源オンステップにて電源オン処理を行うと、前記物理コネクションを確立する物
理コネクション確立ステップと、
　前記物理コネクションを確立する際に、前記電源オフ指示前に確立していた通信セッシ
ョンに関するパラメータがネットワーク側に残されている場合には当該パラメータにて通
信セッションを再度確立する通信セッション再確立ステップと、
　を有することを特徴とする請求項６に記載の通信端末装置における通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば携帯電話機等の無線通信を行う通信端末装置およびその通信方法に
係り、特に、たとえばＣＤＭＡ２０００　１ｘとＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶＤＯ等、複
数の無線通信方式に対応する送受信機能を備え、いずれかの通信方式に従って無線通信を
行う通信端末装置およびその通信方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複数の無線ネットワークを利用できる携帯電話機等の通信端末装置が実用に供さ
れている。この種の通信端末装置においては、通信速度等の通信品質情報を表示できるよ
うに構成される。
【０００３】
　また、高速無線通信方式として、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶＤＯ（ＥＶｏｌｕｔｉｏ
ｎ　Ｄａｔａ　Ｏｎｌｙ）方式が実用化されようとしている。
【０００４】
　現在普及しているＣＤＭＡ２０００　１ｘの通信方式の通信品質情報は、場所によるデ
ータ通信速度の変化がそれほど顕著でないことから、受信状態等の判断も、基地局から受
信するパイロット信号から求めたパイロット信号強度対全受信信号強度（Ｅｃ／Ｉｏ）、
搬送波対干渉比（ＣＩＲ）等の瞬時値に基づいたものである。
【０００５】
　一方、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶＤＯの通信方式の通信品質情報は、受信状態（受信
電界強度、Ｃ／Ｉ(Ｃａｒｒｉｅｒ ｔｏ Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ) 等）に基づいて通
信端末側で予測されるデータ通信速度（ＤＲＣ：ＤａｔａＲａｔｅＣｏｎｔｒｏｌ　Ｂｉ
ｔ）を平均化するものであり、これを表示部に表示してユーザに通知する（たとえば特許
文献１，２参照）。
【０００６】
　これにより、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶＤＯ通信方式を採用した通信端末装置のユー
ザは、正確に通信状態を把握することが可能となる。
【０００７】
　ここで、通信端末装置を利用してデータ通信を行う場合に、ＣＤＭＡ２０００　１ｘの
通信方式に従って無線通信を行う場合と、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶＤＯの通信方式に
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従って無線通信を行う場合についての相違について、図５および図６に関連付けて説明す
る。
【０００８】
　図５は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘの通信方式に従って無線通信を行う場合の説明図であ
る。また、図６は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶＤＯの通信方式に従って無線通信を行う
場合の説明図である。
【０００９】
　まず、無線通信を行うために基地局１と移動機（通信端末装置）２との間には、図５お
よび図６に示すようなリンクを確立する必要がある。
【００１０】
　図５に示すように、ＣＤＭＡ２０００　１ｘの通信方式（以下、単に１ｘ通信方式とい
う）に従って無線通信を行う場合には、物理コネクション（Ａｉｒ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎ）とデータリンク（ＰＰＰ　Ｓｅｓｓｉｏｎ）を確立する必要がある。
【００１１】
　これに対して図６に示すように、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶＤＯの通信方式（以下、
単にＥＶＤＯ通信方式という）に従って無線通信を行う場合、物理コネクション（Ａｉｒ
　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）とデータリンク（ＰＰＰ　Ｓｅｓｓｉｏｎ）に加えて、通信セ
ッション（Ａｉｒ　Ｓｅｓｓｉｏｎ）を確立する必要がある。
【００１２】
　データリンクは、ここではＰＰＰ（Ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　Ｐｏｉｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）を指している。
【００１３】
　物理コネクションは、ＰＤＳＮ（Ｐａｃｋｅｔ Ｄａｔａ Ｓｅｒｖｉｎｇ Ｎｏｄｅ、
すなわちネットワーク３０側管理装置）との間で無線による物理コネクションを確立する
ためのものであり、実際にデータ通信を開始するための物理的な無線そのものに最も近く
、周波数、符号、フレームなどの同期を行い、その後のデータ授受を行うために確立され
る。物理コネクションは、通信がない場合には、必要に応じて開放され、確立中には物理
的な基地局との無線同期を得るためのデータがメモリに保持されており、通信を行う際に
これらのデータを用いて物理的な無線同期状態を確立されるものである。
【００１４】
　通信セッションは、ＥＶＤＯ通信方式のみに存在し、通信を行うために必要な設定等を
共有するために確立される。通信セッションを確立状態に保持することにより、通信開始
時の無線設定処理を省略することができる。
【００１５】
　ＥＶＤＯ通信方式では、電源オン時においては、通信セッションを常に保持する。例え
ば、１ｘにて音声通話を行うときなど通信セッションの開放されることがあるが、その後
、直ちに再接続処理を行って、通信セッションを保持するようとする。
【００１６】
　ＥＶＤＯ通信方式において、下位の物理コネクションが開放されても通信セッションは
開放されないが、上位のデータリンクが開放された場合、開放されなければならない。
【００１７】
　ＥＶＤＯ通信方式において、通信セッションは、頻繁に開放されるものではないため、
通信セッション確立時に、通信に用いるパラメータをネットワーク側に送付して通信セッ
ションを確立し、データ通信が即時行えるよう、通信すべき情報の有無にかかわらず通信
セッションを確立した状態に保つ。したがって、通信セッションの確立には時間がかかる
。ちなみに、パラメータとは、移動機と基地局との間でのＤＲＣの値や、送受信のパワー
値、通信に用いている基地局のセクターを特定する情報、使用するタイムスロットを特定
する情報などの１ｘ通信方式では使用しない、ＥＶＤＯ通信特有のパラメータとなる。
【００１８】
　さらに具体的には、現在、ＥＶＤＯ通信方式においては、電源オン時には常に接続され



(5) JP 4619225 B2 2011.1.26

10

20

30

40

50

ているように指定され、通信セッションについては常に保持しておき、必要なときにのみ
短時間で遷移する様に構成している。いわゆる待ち受けは１ｘ通信方式にて行っているこ
とから、ＥＶＤＯ通信方式による通信の開始は、１ｘ通信方式にて通知される。したがっ
て、通信を開始するときは１ｘ通信方式にて開始し、その後ＥＶＤＯ通信方式に遷移して
高速のデータ通信を行うことになる。
【００１９】
　この遷移処理中に、ＥＶＤＯ通信方式に必要な通信セッションを確立するには時間がか
かってしまう。
【００２０】
　そのため、あらかじめ通信セッション確立に必要なデータは予めネットワーク側に送信
しておいて、常に通信セッションは確立しておき、必要なときにだけ物理的な物理コネク
ションを確立してデータ通信を行う。これにより、応答性良く、スピーディな通信方式の
遷移が行っている。
【００２１】
　また、１ｘ通信方式では、通信セッションのようなものを保持しないため、物理コネク
ション確立時（通信開始時）に設定処理を行うが、物理コネクションの切断時には、開放
処理のみで済む。
【００２２】
　これに対して、ＥＶＤＯ通信方式では、通信セッションを保持しているため、物理コネ
クション確立時（通信開始時）には設定処理を行う必要がなく、すばやく接続できる。
【００２３】
　しかし、データ通信自体を終了する場合は、上位のデータリンクとともに、通信セッシ
ョンは開放され、その後直ぐに通信セッションの再確立処理（再接続処理）を行う。
【００２４】
　ただし、通常時は、データ通信等と関係なく再確立処理を行って、ユーザは通信セッシ
ョンの確立処理自体を意識しないでいられることから問題とはならない。
【特許文献１】特開２００２－３４５０１９号公報
【特許文献２】特開２００３－９２７８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　ところで、ＥＶＤＯ通信方式においては、データリンクの確立される状態で通信を終了
するときは、データリンクとともに通信セッションを開放しなければならない。
【００２６】
　これに対して、１ｘ通信方式では、データリンクの確立される状態でも簡単なコネクシ
ョンの開放処理だけで済む。
【００２７】
　ＥＶＤＯ通信方式においても同様に、物理コネクションおよび通信セッションの開放処
理を行うが、その後の通信セッション確立処理を行ってしまう。
【００２８】
　このときの通信セッション確立処理時間が、電源を切断（通信端末内部の各ブロックの
電源断およびメモリの書込み処理、作業中プログラムの終了などの電源オフ処理）するた
めに許容されている時間（たとえば３～５秒程度）より長い。
【００２９】
　したがって、従来の１ｘ通信方式の通信端末装置の電源切断方法をそのまま適用すると
、通信セッションの確立されるときに強制電源切断の開始の処理（電源切ボタンの押下）
を行った場合には、通信セッションを解放すると、電源オフ処理の開始とともにネットワ
ーク側に対し通信セッションの再確立処理が開始され、再確立処理の完了前に電源がオフ
されて無線信号の送受信が出来なくなり、プロトコルシーケンスが中断されて、ネットワ
ーク側（通信していた基地局など）に対して無用な負荷をかけてしまうことになる。
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【００３０】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、電源オフ時の通信セ
ッションの再確立処理を省略でき、電源をオフするに要する時間を短縮することができる
通信端末装置およびその通信方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
前記目的を達成するため、本発明の第１の観点は、通信に用いるパラメータをネットワー
ク側に送付して通信セッションを確立し、通信すべき情報の有無にかかわらず当該通信セ
ッションを確立した状態に保つよう開放されても再接続処理を行う通信方式に対応した無
線通信を行う無線制御部を有する通信端末装置であって、前記無線制御部は、前記通信セ
ッションを開放すべき状態となった際、前記通信セッションを開放させる前に、前記通信
セッションの開放が当該通信端末装置の電源オフ処理に基づいたものであるか否か判定し
、前記電源オフ処理以外に基づいたものである場合には、前記通信セッションの開放処理
を行い、前記電源オフ処理に基づいたものである場合には、前記通信セッションの開放処
理を行うことなく電源をオフすることを特徴とする。
【００３２】
ネットワークとの間で、無線による物理コネクションと、通信に用いるパラメータを前記
ネットワーク側に送付して通信条件を取り決める通信セッションと、データを送受するデ
ータリンクと、を順次接続することにより通信を行う通信方式に対応した無線通信を行い
、通信すべき情報の有無にかかわらず、前記通信セッションを確立した状態に保つよう開
放されても再接続処理を行う無線制御部を有する通信端末装置であって、前記無線制御部
は、前記通信セッションと前記データリンクを確立した状態にて前記通信セッションとデ
ータリンクを開放すべき状態となった際、前記通信セッションを開放させる前に、前記通
信セッションとデータリンクの開放が当該通信端末装置の電源オフ処理に基づいたもので
あるか否か判定し、前記電源オフ処理以外に基づいたものである場合には、前記通信セッ
ションの開放処理とデータリンクの開放処理とを行い、前記電源オフ処理に基づいたもの
である場合には、前記通信セッションについては開放処理を行うことなく前記データリン
クを開放し、電源をオフすることを特徴とする。
【００３３】
本発明の第３の観点は、無線による物理コネクションを確立し、通信に用いるパラメータ
をネットワーク側に送付して通信セッションを確立した上でデータリンクを確立して通信
を行う第1の通信方式と、前記パラメータを前記物理コネクションの確立時にネットワー
クに送付した上でデータリンクを確立して通信を行う第２の通信方式との双方の通信方式
に対応する送受信部と、前記送受信部を制御する無線制御部と、を備えた通信端末装置で
あって、前記無線制御部は、通信すべきデータの有無にかかわらず、前記第１の通信方式
における前記通信セッションが開放されると再接続処理を行って当該通信セッションを確
立した状態に保つよう前記送受信部を制御する処理を行い、前記通信セッションと前記デ
ータリンクを確立した状態にて前記通信セッションとデータリンクを開放すべき状態とな
った際、前記通信セッションを開放させる前に、前記通信セッションとデータリンクの開
放が当該通信端末装置の電源オフ処理に基づいたものであるか否か判定し、前記電源オフ
処理以外に基づいたものである場合には、前記通信セッションの開放処理とデータリンク
の開放処理とを行い、前記電源オフ処理に基づいたものである場合には、前記通信セッシ
ョンについては開放処理を行うことなく前記データリンクを開放し、電源オフ処理を行う
よう前記送受信部を制御することを特徴とする。
【００３４】
　好適には、第２の通信方式で待ち受け、第２の通信方式にて第１の通信方式への遷移が
指示されると、第1の通信方式にてデータリンクの確立が可能となることを特徴とする。
【００３５】
　また、無線制御部は、電源オフ処理の後に電源オン処理が指示されると、電源オフ処理
前に確立した通信セッションに関するパラメータがネットワーク側に残されている場合は
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通信セッションを再度確立することを特徴とする。
【００３６】
本発明の第４の観点は、ネットワークとの間で無線による物理コネクションを確立し、通
信に用いるパラメータを当該物理コネクションにてネットワーク側に送付して通信セッシ
ョンを確立し、データリンクを確立し通信を行い、通信すべきデータの有無にかかわらず
、前記通信セッションが開放されても再接続処理を行う無線制御部を有する通信端末装置
における通信方法であって、前記無線制御部が、電源オフ指示を受け付ける電源オフステ
ップと、前記通信セッションと前記データリンクを確立した状態にて前記通信セッション
とデータリンクを開放すべき状態となった際、前記通信セッションを開放させる前に、前
記通信セッションとデータリンクの開放が当該通信端末装置の電源オフ処理に基づいたも
のであるか否か判定する判定ステップと、前記電源オフ処理以外に基づいたものである場
合には、前記通信セッションの開放処理とデータリンクの開放処理とを行い、前記電源オ
フ処理に基づいたものである場合には、前記通信セッションについての開放処理を行うこ
となく前記データリンクを開放するデータリンク開放ステップと、を有することを特徴と
する。
【００３７】
好適には、前記無線制御部が、電源オン指示を受け付ける電源オンステップと、前記電源
オンステップにて電源オン処理を行うと、前記物理コネクションを確立する物理コネクシ
ョン確立ステップと、前記物理コネクションを確立する際に、前記電源オフ指示前に確立
していた通信セッションに関するパラメータがネットワーク側に残されている場合には当
該パラメータにて通信セッションを再度確立する通信セッション再確立ステップと、を有
する。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、電源オフ時の通信セッションの再確立処理を省略でき、電源をオフす
るに要する時間を短縮することができ、電源を即時に落とすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に関連付けて説明する。
【００４０】
　図１は、本発明に係る通信端末装置としての携帯電話機が適用される無線通信システム
の一実施形態を示すシステム構成図である。
【００４１】
　本実施形態に係る携帯電話機１０は、図１に示すように、無線通信部により、基地局２
０を経由し、通信網（ネットワーク）３０を介してサーバ装置４０に所望のデータを要求
して、要求に応じたＷｅｂデータ等を表示部に表示する機能を有する。なお、ネットワー
ク３０には、図示を省略しているが、先に述べたＰＤＳＮが含まれる。
【００４２】
　本実施形態に係る携帯電話機１０は、通信に用いるパラメータ（ＤＲＣ値や、パワー値
、基地局のセクターを特定する情報、タイムスロットを特定する情報など）をネットワー
ク側に送付して通信セッション（Ａｉｒ　Ｓｅｓｓｉｏｎ）を確立し、データ通信が即時
行えるよう、通信すべき情報の有無にかかわらず通信セッションを確立した状態に保つ第
１の通信方式（ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶＤＯ通信方式、以降単にＥＶＤＯ通信方式）
と、第１の通信方式であるＥＶＤＯ通信方式とで送受信部を一部共用し、通信セッション
を物理コネクション（Ａｉｒ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）の確立時に確立できる第２の通信
方式（ＣＤＭＡ２０００　１ｘ通信方式、単に１ｘ通信方式）とに対応した無線通信機能
を有する。
【００４３】
　そして、携帯電話機１０は、第１の通信方式であるＥＶＤＯ通信方式に対応した無線通
信を行っている最中に、データリンク（ＰＰＰ　Ｓｅｓｓｉｏｎ）を開放すべき状態とな
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った際に、このデータリンクの開放が電源オフ処理に基づいて行ったものである場合には
、通信セッションについては開放しない機能を有する。
【００４４】
　また、携帯電話機１０は、データリンクを開放させるときに、データリンクの開放が電
源オフ処理以外に基づいて行った場合（たとえばデータ通信終了に応答して通信終了を指
示された場合）には、通信セッションの開放処理を行う機能を有する。
【００４５】
　すなわち、本実施形態においては、携帯電話機１０は、次の２種類の通信方式の無線ネ
ットワーク（通信網）に接続可能な通信端末装置として構成されているものとする。
【００４６】
　（１）：通常接続する１ｘ通信方式（ＩＳ９５方式なども含む）のネットワーク。　
　（２）：通信速度が通常接続する無線ネットワーク（１）より高速であるが、サービス
エリアが狭いＥＶＤＯ通信方式のネットワークである。　
　ＥＶＤＯ通信方式では、通信端末装置から受信した受信状態を通知する情報に基づいて
、基地局２０がこの通信端末装置へ送信するデータの変調方式を切り替えることにより、
この端末の受信状態が良好なときは誤り耐性が低いが高速な通信レート、受信状態が悪い
ときは低速だが誤り耐性の高い通信レートを使用することが可能となる。
【００４７】
　また、ＥＶＤＯ通信方式の下り方向（基地局から通信端末装置への方向）では、時間を
１／６００秒単位で分割し、その時間内では一つの通信端末装置だけとの通信を行い、通
信相手の通信端末装置を時間により切り替えることにより複数の通信端末装置と通信を行
う、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ
　Ａｃｃｅｓｓ）を採用している。これにより、常に、個々の通信端末装置に対して最大
の電力を持ってデータ送信を行うことが可能となり、通信端末装置間で行うデータ通信を
最速の通信速度で行うことができる。
【００４８】
　ところで、ＥＶＤＯ通信方式を採用した通信端末装置は、強い電界の元で使用されるこ
とが前提であり、アンテナ利得は、さほど重要視されていない。
【００４９】
　そして、受信性能を向上するために、フェージング環境下でも性能が得られるように、
図２に示す様に、複数のアンテナ１１１と１１２および受信回路１１４と１１５を用いて
ダイバーシティ通信を行うように構成することが好ましい。１つの受信回路でも移動機の
構成は可能であるが、２あるいは複数の受信回路によって、より良い性能が得られる。
【００５０】
　ＥＶＤＯ通信方式を採用した通信端末装置は、具体的には、ＲＦフロントエンド部は、
メインアンテナに対応した送受信回路１１６と１１４とアンテナ切替スイッチ１１３、サ
ブアンテナに対応した受信専用の回路１１５との組み合わせから構成される。
【００５１】
　そして、複数の受信回路から得られた信号を最大比合成法や最小平均自乗誤差法により
合成し、フェージング環境での受信性能の劣化を補う。
【００５２】
　一般的に、一つのアンテナを用いた場合（ダイバーシティを行わない場合）の受信状態
と２つのアンテナを用いた場合（ダイバーシティを行った場合）の受信状態とを比較する
と、２つのアンテナを用いた場合（ダイバーシティを行った場合）の方が、一つのアンテ
ナを用いた場合（ダイバーシティを行わない場合）に比べて、干渉による影響が極めて少
ないことが知られている。
【００５３】
　それに対して、１ｘ通信方式の通信システムで使用する通信端末装置は、受信回路は１
１４の１つで構成され、アンテナもメインアンテナ１１１の１つにて構成される。
【００５４】
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　本実施形態においては、複数の無線通信方式に対応する好適な送受信機能を有する携帯
電話機１０として、次のように構成されている。
【００５５】
　図２は、本発明に係る通信端末装置としての携帯電話機１０の一実施形態を示すブロッ
ク構成図である。
【００５６】
　すなわち、本実施形態に係る携帯電話機１０は、図２に示すようにメインアンテナ１１
１とサブアンテナ１１２と受信系回路１１４、１１５、１１７を有し、ダイバーシティを
行わない第２の通信方式（ＣＤＭＡ２０００１ｘ通信方式、単に１ｘ通信方式という）と
、ダイバーシティを行うべき第１の通信方式（ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶＤＯ通信方式
、単にＥＶＤＯ通信方式という）で選択的に通信可能で、しかも各通信方式におけるそれ
ぞれの周波数帯が互いに近似する関係にあるような周波数帯の受信機能を有する。
【００５７】
　なお、図２にてメインアンテナ１１１、切替スイッチ１１３、第１の受信回路１１４、
送信回路１１６に代表されるように、受信系回路の一部は第１の通信方式であるＥＶＤＯ
通信方式と第２の通信方式である１ｘ通信方式との間で共用する形態となっている。
【００５８】
　そして、受信系回路は、１ｘ通信方式で通信を行う際は、メインアンテナ１１１のみで
通信し、ＥＶＤＯ通信方式で通信を行う際は、メインアンテナ１１１とサブアンテナ１１
２とによりそれぞれで受信した信号の合成を行い、サブアンテナ１１２を使用するときの
みサブアンテナ１１２に対して、ＥＶＤＯ通信方式で使用する周波数帯にて整合の取れる
第１のインピーダンス（たとえば５０オーム）とする。
【００５９】
　受信系回路は、１ｘ通信方式で通信を行う際には、インピーダンスを第１のインピーダ
ンスとは異なる値に変更する。たとえば入力インピーダンスをオープンあるいはショート
させて、サブアンテナ１１２のカバー可能な周波数をメインアンテナとは違う周波数へ移
行させる。
【００６０】
　ところで、本実施形態に係る携帯電話機１０は、図２に示すように、無線通信部１１、
記憶部としてのメモリ１２、表示部１３、電源キー１４ａを含む操作部１４、スピーカ１
５ａおよびマイクロフォン１５ｂとを含む音声処理部１５、ユーザインタフェース（Ｉ／
Ｆ）制御部（以下、単に制御部という）１６、および電源部１７を有している。
【００６１】
　無線通信部１１は、電波を利用した無線通信を行うために、制御部１６で処理された画
像データ、音声情報、電子メール等の各種情報を先に述べた送受信構成にて変調して送受
信アンテナを通して基地局２０を含む通信網３０に送信する。
【００６２】
　無線通信部１１は、サーバ装置４０から通信網３０、基地局２０を介して送信されてく
る画像データ、音声情報、電子メール等を送受信アンテナにて受信し、受信した各種情報
を復調して制御部１６に出力する。
【００６３】
　また、無線通信部１１は、制御部１６の制御の下、１ｘ通信方式においては、電源のオ
ンされる状態においては、通信端末側、ネットワーク側のいずれの側からでも送受信する
データが生じれば、まず物理コネクションを確立させ、それからデータリンクの確立を行
ってデータ通信を行う。
【００６４】
　この場合、通信セッションのようなものを保持しないため、無線通信部１１は、電源オ
ン時には、物理コネクション確立時（通信開始時）に通信セッションの確立処理を行い、
物理コネクションの切断時には、データリンクの開放処理のみを行う。
【００６５】
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　また、無線通信部１１は、操作部１４の電源キー１４ａが操作されて電源オフ要求が生
じた場合には、制御部１４の要求に従って、データリンクの開放処理を行った後、物理コ
ネクションの開放処理を行う。
【００６６】
　また、無線通信部１１は、制御部１６の制御の下、ＥＶＤＯ通信方式においては、デー
タリンクの確立および開放処理、通信セッションの確立および開放処理、並びに物理コネ
クション確立および開放処理を行う。
【００６７】
　この場合、無線通信部１１は、通信に用いるパラメータをネットワーク側に送付すると
ともに、このパラメータの少なくとも一部を次のデータ通信時に使用できるようにメモリ
１２に格納して通信セッションを確立し、データ通信が即時行えるよう、通信すべき情報
の有無にかかわらず通信セッションを確立した状態に保持する。
【００６８】
　無線通信部１１は、ＥＶＤＯ通信方式では、電源のオン時においては、通信セッション
を常に保持する使用になっていることから、通信セッションを開放した後、直ちに再接続
処理を行って、通信セッションを保持する。
【００６９】
　この場合、無線通信部１１は、データ通信の終了などによりデータリンクを開放させる
ときに、データリンクの開放が電源オフの指示以外に基づくものであるか否かの判断を行
い、電源オフの指示以外に基づくものであると判断すると、通信セッションの開放処理を
行わない。
【００７０】
　また、無線通信部１１は、操作部１４の電源キー１４ａが操作されて電源オフ要求が生
じた場合には、制御部１４の要求に従って、データリンクの開放処理を行った後、物理コ
ネクションの切断は行うが、通信セッションの開放処理は行わず、これを維持する。
【００７１】
　無線通信部１１は、たとえば図２に示すように、メインアンテナ１１１、サブアンテナ
１１２、切替スイッチ１１３、第１の受信回路１１４、第２の受信回路１１５、送信回路
１１６、およびベースバンド部１１７を有している。
【００７２】
　切り替えスイッチ１１３は、制御部１６の切替制御信号Ｓ１６１によりメインアンテナ
１１１と第１の受信回路１１４または送信回路１１６との接続切り替えを行う。
【００７３】
　第１の受信回路１１４は、低雑音増幅器（ＬＮＡ:Ｌｏｗ Ｎｏｉｓｅ Ａｍｐｌｉｆｉ
ｅｒ）、あるいは共用器や復調器等を含み、メインアンテナ１１１によって受信され、切
替スイッチ１１３を介し、基地局２０からの、１ｘ通信方式またはＥＶＤＯ通信方式に従
ったパイロット信号を、基地局２０から受信した受信信号の変調方式に対応する復調方式
によって、ベースバンド帯域の受信信号から多重化信号に復調する。なお、本実施形態に
おいては、たとえばＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒｉ Ｐｈａｓｅ Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ ）
、８ＰＳＫ（８ Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ ）、１６ＱＡＭ（１６Ｑｕａｄ
ｒｉｃｓ Ｐｈａｓｅ Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ ）の３種のいずれかの
復調方式によって復調を行う。
【００７４】
　第１の受信回路１１４は、復調した信号をベースバンド部１１７に出力する。
【００７５】
　第２の受信回路１１５は、基本的にサブアンテナ１１２によって受信されたＥＶＤＯ通
信方式に従ったパイロット信号を、基地局２０から受信した受信信号の変調方式に対応す
る復調方式によって、ベースバンド帯域の受信信号から多重化信号に復調する。なお、本
実施形態においては、たとえばＱＰＳＫ、８ＰＳＫ、１６ＱＡＭの３種のいずれかの復調
方式によって復調を行う。
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【００７６】
　第２の受信回路１１５は、復調した信号をベースバンド部１１７に出力する。
【００７７】
　第２の受信回路１１５は、ＥＶＤＯ通信方式下では、その入力インピーダンスを５０Ω
とし、サブアンテナ１１２の対応周波数を受信帯域に合わせる。
【００７８】
　第２の受信回路１１５は、１ｘ通信方式下では、入力インピーダンスをオープンあるい
はショート方向にずらし、メインアンテナ１１１とは違う周波数帯へ移行させる。
【００７９】
　この構成により、ＥＶＤＯ通信方式下、すなわちＥＶＤＯモードの時には、ダイバーシ
ティ構成により、フェージング環境下での耐性を向上でき、受信性能の向上に繋げること
ができるとともに、１ｘ通信方式の時には、第２の受信回路１１５に接続されたサブアン
テナ１１２がメインアンテナ１１１に対して干渉などの悪影響を与えること防止できる。
【００８０】
　第２の受信回路１１５は、ＬＮＡ１１５１およびその前段に配置されたインピーダンス
制御部１１５２を含み、インピーダンス制御部１１５によって、１ｘモードの時の干渉を
軽減する。
【００８１】
　本実施形態においては、１ｘモードの時の干渉を軽減するため、第２の受信回路１１５
内のＬＮＡ１１５１の入力インピーダンスを５０Ωからずらすようにしている。
【００８２】
　送信回路１１６は、ベースバンド部１１７により供給される送信すべき情報を、切替ス
イッチ１１３を介してメインアンテナ１１１にて、基地局２０を含む通信網３０に送信す
る。
【００８３】
　ベースバンド部１１７は、制御部１６の制御の下、１ｘ通信方式において、第１の受信
回路１１４および送信回路１１６を通して、物理コネクションの確立および開放処理、並
びにデータリンクの確立および開放処理の制御を行う。
【００８４】
　ベースバンド部１１７は、制御部１６の制御の下、ＥＶＤＯ通信方式において、第１お
よび第２の受信回路１１４，１１５、並びに、送信回路１１６を通して、物理コネクショ
ン確立および開放処理、通信セッションの確立および開放処理、並びにデータリンクの確
立および開放処理の制御を行う。
【００８５】
　ベースバンド部１１７は、図２に示すように、１ｘ無線制御部１１７１、ＥＶＤＯ無線
制御部１１７２、およびデータ通信制御部１１７３を主構成要素として有している。
【００８６】
　１ｘ無線制御部１１７１は、１ｘ通信方式時、すなわち１ｘ通信モード時において、第
１の受信回路１１４および送信回路１１６を通して、主として物理コネクションの確立お
よび開放処理の制御を行う。
【００８７】
　１ｘ無線制御部１１７１は、１ｘ通信モード時において、データ通信制御部１１７３に
より物理コネクション開放要求を受けると、確立状態に保持していた物理コネクションの
開放処理を行う。１ｘ無線制御部１１７１は、１ｘ通信モード時において、電源オン状態
においては、通信開始時に物理コネクションを確立してデータリンクの確立処理を行い、
データリンク開放時には物理コネクションの開放処理も行う。
【００８８】
　また、１ｘ無線制御部１１７１は、操作部１４などにより電源オフが指示された時には
、物理コネクション開放後に制御部１６によるパワーオフコマンドを受ける。
【００８９】
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　ＥＶＤＯ無線制御部１１７２は、ＥＶＤＯ通信方式時、すなわちＥＶＤＯ通信モード時
において、第１および第２の受信回路１１４，１１５、並びに、送信回路１１６を通して
、物理コネクションの確立および開放処理の制御、並びに通信セッションの確立および開
放処理の制御を行う。
【００９０】
　ＥＶＤＯ無線制御部１１７２は、ＥＶＤＯ通信モード時において、データ通信制御部１
１７３により通信セッションの開放要求を受けると、この通信セッションの開放が電源オ
フの指示に基づくものであるか否かをデータ通信制御部１１７３に問い合わせ（たとえば
電源オフフラグが設定されているか否かの問い合わせ）、電源オフの指示に基づくもので
ある場合には、通信セッションの開放処理を行わず維持する。
【００９１】
　また、ＥＶＤＯ無線制御部１１７２は、通信セッションの開放要求が、電源オフの指示
に基づくものでない場合には、通信セッションの開放処理を行い、その後、再び確立の処
理（再確立処理）を行う。
【００９２】
　さらにＥＶＤＯ無線制御部１１７２は、電源オフ時には、通信セッションを維持状態の
まま、制御部１６によるパワーオフコマンドを受ける。
【００９３】
　データ通信制御部１１７３は、１ｘ通信モードおよびＥＶＤＯ通信モード時に、主とし
てデータリンクの確立および開放処理の制御を行う。
【００９４】
　データ通信制御部１１７３は、１ｘ通信モードにおいて、制御部１６により電源オフ指
標が付加されているか否かにかかわらずデータセッション切断要求を受けると、データリ
ンクを開放し、データリンク開放状態において、コネクション開放要求を１ｘ無線制御部
１１７１に出す。また、ＥＶＤＯ通信モード時において、制御部１６により電源オフ指標
が付加されていないデータセッション切断要求（操作部１４によるデータ通信終了指示な
ど）を受けると、電源オフフラグをセット（設定）せずに、データリンクを開放し、デー
タリンク開放状態において、物理コネクション開放要求をＥＶＤＯ無線制御部１１７２に
出す。
【００９５】
　データ通信制御部１１７３は、ＥＶＤＯ通信モード時において、制御部１６により電源
オフ指標付きのデータセッション切断要求（データ通信中における操作部１４による電源
ＯＦＦ指示など）を受けると、電源オフフラグをセット（設定）して、データリンクを開
放し、データリンク開放状態において、通信セッション開放要求をＥＶＤＯ無線制御部１
１７２に出す。
【００９６】
　また、データ通信制御部１１７３は、ＥＶＤＯ無線制御部１１７２により電源オフフラ
グの設定状態問い合わせがあると、これに応答して電源オフフラグがセットされているか
否かをＥＶＤＯ無線制御部１１７２に報知する。
【００９７】
　ベースバンド部１１７は、ＥＶＤＯ通信方式下では、ＥＶＤＯ無線制御部１１７２およ
びデータ通信制御部１１７３の制御の下、以下の動作を行う。
【００９８】
　ベースバンド部１１７は、第１の受信回路１１４および第２の受信回路１１５において
復調された受信データを入力し、図示しない復号器によって復号処理、具体的には、スペ
クトル拡散されている受信多重化信号をスペクトル逆拡散する。ベースバンド部１１７は
、第１および第２の受信回路１１４、１１５から得られた信号を最大比合成法や最小平均
自乗誤差法により合成し、フェージング環境での受信性能の劣化を補う。
【００９９】
　ここで、自局に割り当てられた受信データ（たとえば、通話相手からの通話信号やダウ
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ンロードを希望したデータ等）があった場合には、受信データを復号器から制御部１６に
出力する。
【０１００】
　さらに、復号器は復号処理の過程において、Ｅｃ/Ｉｏ（パイロット信号強度対全受信
信号強度）を求め、以下に示す（１）式に基づいてＣＩＲ（搬送波対干渉比）を算出する
。
【０１０１】
（数１）　
　　ＣＩＲ＝(Ｅｃ／ｌｏ)／(１－Ｅｃ／ｌｏ)　　 …（１）　
　上述の式に基づいて求められたＣＩＲは、復号器から図示しない予測器に出力され、予
測器において、次の受信スロットタイミング（ここで、１スロットは１．６６ｍｓ＝１／
６００秒）におけるＣＩＲの値が予測される。
【０１０２】
　ここでの予測の方法については、特に限定しないが、線形予測等の方法が例として挙げ
られる。また、予測器が何スロット後のＣＩＲを予測すればよいかを指示する情報は、携
帯電話機１０の電源オン時に基地局２０から送信されてくる種々の制御信号に含まれてい
る。そして、予測器によって求められた予測ＣＩＲは、図示しないＣＩＲ－ＤＲＣ変換部
に供給される。
【０１０３】
　ＣＩＲ－ＤＲＣ変換部は、図示しないＣＩＲ－ＤＲＣ変換テーブルに基づいて、予測Ｃ
ＩＲをＤＲＣに変換する。このＤＲＣ（Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｂｉｔ）
とは、予測ＣＩＲから期待される、携帯電話機１０において所定の誤り率以下で受信可能
な最高通信速度である。ここで、ＣＩＲ－ＤＲＣ変換テーブルには、基準ＣＩＲに対応す
るＤＲＣが定義されている。ＣＩＲ－ＤＲＣ変換部は、入力された予測ＣＩＲが基準ＣＩ
Ｒであった場合には、そのＣＩＲに対応するＤＲＣを制御部１６に出力する。
【０１０４】
　一方、予測器から入力された予測ＣＩＲが基準ＣＩＲでなかった場合には、入力された
予測ＣＩＲに最も近い基準ＣＩＲに対応するＤＲＣを取得するか、または、入力された予
測ＣＩＲに最も近い２値のＣＩＲから補間することにより、補間したＣＩＲに対応するＤ
ＲＣを取得する。これにより、各予測ＣＩＲに応じたＤＲＣを取得することができ、より
正確な受信状態を利用者に対して通知することが可能となる。
【０１０５】
　ベースバンド部１１７は、制御部１６から出力されたＤＲＣや送信データを、マルチプ
レクサによって多重化し、符号化器によって更に符号化して、送信回路１１６に出力する
。
【０１０６】
　ベースバンド部１１７は、１ｘ通信方式下では、１ｘ無線制御部１１７１およびデータ
通信制御部１１７３の制御の下、以下の動作を行う。
【０１０７】
　ベースバンド部１１７は、第１の受信回路１１４において復調された受信データを入力
し、図示しない復号器によって復号処理、具体的には、スペクトル拡散されている受信多
重化信号をスペクトル逆拡散する。これにより物理コネクションが確立される。
【０１０８】
　ここで、１ｘ通信ならばデータリンクを確立し、自局に割り当てられた受信データ（た
とえば、通話相手からの通話信号やダウンロードを希望したデータ等）があった場合には
、受信データをデータ通信制御部１１７３および復号器から制御部１６に出力する。
【０１０９】
　さらに、復号器は復号処理の過程において、Ｅｃ／Ｉｏ（パイロット信号強度対全受信
信号強度）を求め、前記（１）式に基づいてＣＩＲ（搬送波対干渉比）を算出し、制御部
１６に出力する。
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【０１１０】
　ベースバンド部１１７は、制御部１６から出力された送信データを、符号化器によって
符号化し、モードに応じて１ｘ無線制御部１１７１またはＥＶＤＯ無線制御部１１７２に
て多重化して送信回路１１６に出力する。
【０１１１】
　メモリ１２は、ＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性メモリを含み、たとえば速度表示テーブル等
、通信方式毎に所望する通信速度をあらかじめ記憶する。さらに、物理コネクション確立
時における使用周波数やＰＮ符号や使用チャネル、通信セッション確立時における先に述
べたパラメータ、データリンク確立時における復号データなどについても記憶する。
【０１１２】
　表示部１３は、液晶表示装置（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ）や有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ）等の表示デバイスを有し、制
御部１６の制御の下、通話機能のために入力した電話番号や各種メッセージ、テキストデ
ータ等、さらにはＣＩＲなどに基づく電波状態を表示する。また、表示部１３は、電源オ
フ時には、制御部１６による電源オフコマンドを受けて、電源オフである表示を行う。
【０１１３】
　操作部１４は、終了（終話）／電源キー、開始（発呼）キー、カーソルの移動を指示す
る方向キー、数字等に対応した複数のテンキー等を有し、これらのキーが操作されること
により、ユーザからの入力情報を制御部１６に供給する。
【０１１４】
　音声処理部１５は、音声処理回路を有し、通話機能のために音声出力を行うスピーカ１
５ａと、音声入力を行うマイクロフォン１５ｂとが接続されており、通話時において、マ
イクロフォン１５ｂにより収音した音声に対して所定の処理を行って制御部１６に出力す
る。また、音声処理部１５は、制御部１６により供給されたデータに音声情報が有ればこ
れに応じて所定の処理を行ってスピーカ１５ａから放音させる。
【０１１５】
　制御部１６は、マイクロコンピュータを主体として構成され、携帯電話機１０の全体の
制御を行う。たとえば、制御部１６は、無線通信部１１における各種情報の無線による送
受信の制御、音声処理部１５に対する音声情報の処理、表示部１３への情報の表示、操作
部での指示に基づくカーソルの表示形式の変更制御、および各種点灯制御、操作部１４の
入力情報に応じた処理、メモリ１２に対するアクセス制御等を行う。
【０１１６】
　制御部１６は、無線通信部１１による、少なくとも１ｘ通信モードとＥＶＤＯ通信モー
ドとのいずれの通信モードでの通信状態にあるかを判定可能であるが、通信の開始前の待
機状態においては表示部１３に電源起動直後の標準画面（いわゆる待ち受け画面）を表示
させる。待ち受け画面の状態においては、操作部１４の操作により発呼やデータ通信の開
始動作等を行うことが可能である。
【０１１７】
　また、データ通信中において、制御部１６は、データ通信が終了する際に、データリン
ク切断要求をデータ通信制御部１１７３に出力する。なお、データ通信中に操作部１４に
おける電源キー１４ａが操作されて電源をオフすべき状態になったと認識すると、電源オ
フ指標付きのデータリンク切断要求をベースバンド部１１７のデータ通信制御部１１７３
に出力する。
【０１１８】
　制御部１６は、電源オフを行うタイミングになると、パワーオンコマンドを１ｘ無線制
御部１１７１またはＥＶＤＯ無線制御部１１７２に送信し、電源オフコマンドを表示部１
３に送信して電源オフ表示を行わせ、その後、制御信号Ｓ１６２を電源部１７に出力して
電源をオフさせる。
【０１１９】
　また、制御部１６は、ＥＶＤＯ通信モードを開始するときや、ＥＶＤＯ通信モードにあ
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るときなど、通信セッションの確立処理の一環として、必要なパラメータを取得する。一
例としては、ＤＲＣの取得が挙げられる。制御部１６は、無線通信部１１のベースバンド
部１１７からＤＲＣが入力されると、携帯電話機１６において生成された送信データがあ
るか否かを判断する。そして、送信データがある場合には、制御部１６は、上述したＤＲ
Ｃと共にこの送信データをベースバンド部１１７に出力する。一方、送信データがない場
合には、制御部１６は、ＣＩＲ－ＤＲＣ変換部から入力されたＤＲＣをベースバンド部１
１７に通信セッションのパラメータの一部として出力する。
【０１２０】
　なお、制御部１６から出力されたＤＲＣや送信データは、無線通信部１１を経由して基
地局２０へ送信されて、ネットワーク側にて互いの通信状態を把握する値として管理され
るとともに、ネットワーク側からは最もトラフィック上効率の良い受信状態が無線通信部
１１を介してベースバンド部１１７および制御部１６に通知される。これらの受信状態を
示すデータについても通信セッションのパラメータとしてメモリ１２に記憶する。具体的
には、基地局２０あるいはネットワーク側ＰＤＳＮでは、ＥＶＤＯ通信方式の場合、携帯
電話機１０から受信したＤＲＣに基づいて、次のスロットをどの携帯通信端末への送信に
使用するか、およびその送信での通信速度（変調速度）を決定し、これが通知されること
となる。
【０１２１】
　なお、１ｘ通信方式の場合、基地局２０から通信端末としての携帯電話機１０への方向
のデータ通信速度が携帯通信端末における受信状態を示すＣＩＲ（搬送波対干渉比）の瞬
時の値で決定することも可能である。すなわち、現在普及している通信方式であるＣＤＭ
Ａでは、ＥＶＤＯ通信方式のように、場所によるデータ通信速度の変化がそれほど顕著で
ないことから、受信状態等を利用者に対して即時的に通知する必要性が低く、また、この
受信状態等の判断も、基地局２０から受信するパイロット信号から求めたＥｃ／Ｉｏ（パ
イロット信号強度対全受信信号強度）、ＣＩＲ等の瞬時値に基づいて行い、下り通信速度
が決定される。このような計算についてもベースバンド部１１７および制御部１６にて行
う。
【０１２２】
　制御部１６は、ＥＶＤＯ通信方式の場合、上述したように、基地局２０からの信号の受
信状態に基づいて下りデータ通信速度を予測して決定する。ＥＶＤＯ通信方式は、基地局
２０から通信端末装置である携帯電話機１０への方向のデータ通信速度が携帯電話機１０
における受信状態（たとえば受信電界強度、搬送波対干渉比＝ＣＩＲ）によって、大きく
変化するという特性を有している。
【０１２３】
　たとえば、携帯電話機１０が受信状態の最も良好なときであれば通信速度２．４Ｍｂｐ
ｓでのデータ通信が可能となるが、受信状態が悪いときでは数１０ｋｂｐｓ程度にまでデ
ータ通信速度が低下してしまう。すなわち、ＥＶＤＯ通信方式では、下りデータ通信速度
は、１ｘ通信方式のように受信状態を示すＣＩＲ（搬送波対干渉比）の瞬時の値で単純に
決定されるのではなく、予測や過去の下りデータ伝送の誤り率等の統計データによる補正
等により変化する。このように、ＥＶＤＯ通信方式では、上述したように場所によるデー
タ通信速度の変化が顕著であるため、即時的に極めて正確なデータ通信速度を利用者に対
して通知する必要がある。
【０１２４】
　このような理由から、本実施形態では、予測や過去の下りデータ伝送の誤り率等の統計
データによる補正等を考慮して求められた極めて正確なデータ通信速度を直接的に示すＤ
ＲＣを利用者に対して通知することにより、ユーザは、正確なデータ通信速度を把握する
ことができ、データ通信開始時において、データ通信に好適な場所を容易に見つけ、通信
に好適な環境においてデータ通信を開始することが可能となる。なお、上述のＤＲＣは予
測したＣＩＲから導出される値であるため、導出されたこのＤＲＣも将来（たとえば、１
／６００秒先）の値である。
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【０１２５】
　さて、図２の回路の動作を、電源オフ時のデータリンク、通信セッションの開放処理を
中心に、図３および図４に関連付けて説明する。
【０１２６】
　図３は、ＥＶＤＯ通信モード時における電源オフ時のデータリンク、通信セッションの
開放に関する処理を説明するための図、図４は、１ｘ通信モード時における電源オフ時の
データリンク、コネクションの開放に関する処理を説明するための図である。
【０１２７】
　なお、以下の説明では、ＥＶＤＯ通信モードでのデータ通信時には、物理コネクション
はベースバンド部１１７により制御された上で通信セッションはＥＶＤＯ無線制御部１１
７２により確立状態に制御され、データリンクがデータ通信制御部１１７３により確立状
態に制御される。また、１ｘ通信モードでのデータ通信時には、物理コネクションがベー
スバンド制御部１１７により制御された上で、データリンクがデータ通信制御部１１７３
により確立状態に制御されるものとする。
【０１２８】
　ＥＶＤＯモード時には、無線通信部１１において、第１の受信回路１１４、第２の受信
回路１１５、および送信回路１１６が動作状態となる。そして、第２の受信回路１１５で
はインピーダンス制御部１１５２により入力インピーダンスがＬＮＡ１１５１の入力イン
ピーダンス５０オームに保持される。これにより、互いのアンテナの干渉の少ないダイバ
ーシティ構成となり、メインアンテナ１１１およびサブアンテナ１１２の受信データが用
いられる。
【０１２９】
　第１の受信回路１１４では、基地局２０からの信号について、切替スイッチ１１３を介
してメインアンテナ１１１によって受信する。ＥＶＤＯ通信方式に従ったパイロット信号
が基地局２０から受信され、受信信号の変調方式に対応する復調方式によって、ベースバ
ンド帯域の受信信号から多重化信号に復調され、ベースバンド部１１７に出力される。
【０１３０】
　第２の受信回路１１５は、サブアンテナ１１２によって受信されたＥＶＤＯ通信方式に
従ったパイロット信号が、基地局２０から受信した受信信号の変調方式に対応する復調方
式によって、ベースバンド帯域の受信信号から多重化信号に復調され、ベースバンド部１
１７に出力される。
【０１３１】
　次に、図３を用いて、データ通信中に電源オフ処理を行う場合の動作を説明する。図３
に示すように、ＥＶＤＯ通信モードでのデータ通信時に、操作部１４の電源キー１４ａが
操作されると（ＳＴ１）、制御部１６は電源をオフすべき状態となったものと認識し、電
源オフ指標付きのデータセッション切断要求をベースバンド部１１７のデータ通信制御部
１１７３に出力する（ＳＴ２）。
【０１３２】
　データ通信制御部１１７３は、データセッション切断要求を受信して、電源オフフラグ
をセットし（ＳＴ３）、データリンク（ＰＰＰ　Ｓｅｓｓｉｏｎ）の開放処理を行う（Ｓ
Ｔ４）。
【０１３３】
　そして、データ通信制御部１１７３は、データリンク開放状態において、ＥＶＤＯ通信
セッションの開放要求をＥＶＤＯ無線制御部１１７２に出力する（ＳＴ５）。
【０１３４】
　ＥＶＤＯ無線制御部１１７２は、データ通信制御部１１７３に対して、通信セッション
の開放要求が電源オフの指示に基づくものであるか否かを判断するために、データ通信制
御部１１７３に電源オフフラグがセットされているか否かを問い合わせる（ＳＴ６、ＳＴ
７）。ＥＶＤＯ無線制御部１１７２は、通信セッションの開放が電源オフの指示に基づく
ものである場合は、この通信セッションを開放しない（ＳＴ８）。



(17) JP 4619225 B2 2011.1.26

10

20

30

40

50

【０１３５】
　一方、通信セッションの開放要求が電源オフの指示に基づくものでない場合は、ＥＶＤ
Ｏ通信セッションを開放し（ＳＴ９、ＳＴ１０）、開放が完了した後に通信セッションの
再接続処理を開始する（ＳＴ１１）。
【０１３６】
　そして、制御部１６は、データ通信制御部１１７３に対してデータリンクの開放要求を
行ってから所定時間経過すると（データリンクの開放に必要な時間分あらかじめ規定され
たタイマが満了すると）電源オフを行うタイミングになったとして、パワーオフコマンド
を１ｘ無線制御部１１７１およびＥＶＤＯ無線制御部１１７２を含むベースバンド部１１
７に送信する（ＳＴ１２）。
【０１３７】
　また、制御部１６は、電源オフコマンドを表示部１３に送信して電源オフ表示を行わせ
（ＳＴ１３）、その後、制御信号Ｓ１６２を電源部１７に出力して各ブロックへの電源供
給を停止させるとともに自身はスリープモードへと移行する。
【０１３８】
　ここで、ネットワーク（通信網）３０側においては、通信セッションのパラメータにつ
いて、基地局２０の通信していた携帯電話機１０から通信セッションの開放が要求される
までは基本的に保持している。そして携帯電話機１０との間でＥＶＤＯ通信が所定時間生
じなかった場合には間欠的に携帯電話機１０との間で微小な通信を行って所在を確認し、
しばらく応答の得られない場合は携帯電話機１０が通信可能状態に無いとして通信セッシ
ョンのパラメータを破棄する。なお、通信セッションの開放が要求された場合には、これ
らパラメータを破棄、あるいは更新を行い、再接続要求時に新しいパラメータを携帯電話
機１０に通知するよう動作する。
【０１３９】
　携帯電話機１０は、電源がオフされて制御部１６がスリープモードに移行して以降、操
作部１４の電源オンキー１４ａの割込みを監視し続ける。電源オンキー１４ａにより電源
オンが指示されると、各ブロックへの電源供給を電源部１７に開始させるとともに、ベー
スバンド部１１７にも起動を指示する。まずは物理コネクションを確立させ、その後にＥ
ＶＤＯ通信セッションの確立処理に移行する。ここで、ネットワーク側に基地局を介して
前回電源オフ時の通信セッションのパラメータが残されているかを確認する。パラメータ
が残されていた場合（電源オフから次回電源オンまでの時間が短く、移動距離が微小な場
合に多くありうる）は、当該パラメータを取得してメモリ１２に記憶更新、あるいは前回
電源オフ前に記憶していたメモリ１２に残されるパラメータを用いて通信セッション再確
立を行う。
【０１４０】
　このように、ＥＶＤＯ通信モード時には、電源をオフするときは、通信セッションの開
放を行わず維持することから、電源をオフするにも関わらず再確立というプロトコルシー
ケンスを無駄に生じることが無いため、ネットワーク側に影響を及ぼすこともなく、電源
オフ時の通信セッションの再確立処理が省略されることから電源をオフするに要する時間
が短縮される。また、その後、電源オンされた場合に、再度パラメータの算出などのいく
つかの処理を全て実行しなおす必要がなくなるため、短時間での通信セッションの再確立
、およびネットワーク側への負担も極力低減することが出来る。
【０１４１】
　次に、１ｘ通信モード時には、無線通信部１１おいて、第１の受信回路１１４、および
送信回路１１６が動作状態となり、第２の受信回路１１５が非動作状態となる。
【０１４２】
　そして、第２の受信回路１１５においては、インピーダンス制御部１１５２により入力
インピーダンスがＬＮＡ１１５１の入力インピーダンス５０オームからずらすように制御
される。
【０１４３】
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　第１の受信回路１１４では、メインアンテナ１１１によって受信され、切替スイッチ１
１３を介した、基地局２０からの、１ｘ方式に従ったパイロット信号が基地局２０から受
信した受信信号の変調方式に対応する復調方式によって、ベースバンド帯域の受信信号か
ら多重化信号に復調され、ベースバンド部１１７に出力される。
【０１４４】
　ベースバンド部１１７では、１ｘ通信方式下では、第１の受信回路１１４において復調
された受信データが入力され、スペクトル拡散されている受信多重化信号がスペクトル逆
拡散される。ここで、自局に割り当てられた受信データ（たとえば、通話相手からの通話
信号やダウンロードを希望したデータ等）があった場合には、受信データを復号器から制
御部１６に出力する。
【０１４５】
　また、ベースバンド部１１７は、制御部１６から出力された送信データを、符号化器に
よって更に符号化して、送信回路１１６に出力する。
【０１４６】
　図４に示すように、１ｘ通信モードにてデータ通信を行っている時に、操作部１４の電
源キー１４ａが操作されると（ＳＴ２１）、制御部１６は、操作部１４における電源オン
時に電源キー１４ａが操作されて電源をオフすべき状態となったものと認識し、電源オフ
指標付きのデータセッション切断要求をベースバンド部１１７のデータ通信制御部１１７
３に出力する（ＳＴ２２）。データ通信制御部１１７３は、データセッション切断要求を
受信してデータリンクの開放処理を行う（ＳＴ２３）。
【０１４７】
　そして、データ通信制御部１１７３は、データリンク開放状態において、１ｘ通信のコ
ネクションの開放要求を１ｘ無線制御部１１７１に出力する（ＳＴ２４）。
【０１４８】
　１ｘ無線制御部１１７１は、コネクションの開放要求に応答してコネクションの開放処
理を行う（ＳＴ２５）。
【０１４９】
　そして、制御部１６は、電源オフを行うタイミングになると、パワーオフコマンドを１
ｘ無線制御部１１７１またはデータ通信制御部１１７３に送信する（ＳＴ２６）。
【０１５０】
　また、制御部１６は、電源オフコマンドを表示部１３に送信して電源オフ表示を行わせ
（ＳＴ２７）、その後、制御信号Ｓ１６２を電源部１７に出力して各ブロックへの電源供
給を停止させ（ＳＴ２８）、自身はスリープモードへと移行する。
【０１５１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、通信に用いるパラメータをネットワーク側
に送付して通信セッションを確立し、データ通信が即時行えるよう、通信すべき情報の有
無にかかわらず当該通信セッションを確立した状態に保つＥＶＤＯ通信方式に対応した通
信端末装置において、ＥＶＤＯ通信方式に基づいた無線通信制御を行うＥＶＤＯ無線制御
部１１７２と、ＥＶＤＯ無線制御部１１７２にデータリンク確立されるときに電源オフが
指示されるとデータリンクについては開放させ、通信セッションについては開放させない
というベースバンド部１１７とを有することから、プロトコルシーケンスに影響を及ぼす
ることもなく、電源オフ時の通信セッションの再確立処理が省略されることから電源をオ
フするに要する時間を短縮することができる。
【０１５２】
　すなわち、通信セッションの再確立処理のプロトコルシーケンスが中断されてしまうこ
とを防止することができ、ネットワーク３０側への負荷を減少させることができる。
【０１５３】
　また、その後、電源オンされて通信セッションを再度確立するときには、ネットワーク
３０側にパラメータが残されているならば再度パラメータの算出などのいくつかの処理を
全て実行しなおす必要がなくなるため、短時間での通信セッションの再確立、およびネッ
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【０１５４】
　なお、以上の説明では、説明の簡略化のため、通信セッションと物理コネクションとデ
ータリンクという用語を用いて表現してきた。たとえば３ＧＰＰ２で規定されるＥＶＤＯ
においては、通信セッションは「Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ」、物理コネクションはよ
り物理層に近い「Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ」、データリンクはこれらの上に立
つＰＰＰという構成に近い通信方式に対してならば、本発明は適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１５５】
【図１】本発明に係る通信端末装置としての携帯電話機が適用される無線通信システムの
一実施形態を示すシステム構成図である。
【図２】本発明に係る通信端末としての携帯電話機の一実施形態を示すブロック構成図で
ある。
【図３】ＥＶＤＯ通信モード時における電源オフ時のデータリンク、通信セッションの開
放処理を説明するための図である。
【図４】１ｘ通信モード時における電源オフ時のデータリンク、コネクションの開放処理
を説明するための図である。
【図５】ＣＤＭＡ２０００　１ｘの通信方式に従って無線通信を行う場合の説明図である
。
【図６】ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶＤＯの通信方式に従って無線通信を行う場合の説明
図である。
【符号の説明】
【０１５６】
　１０…携帯電話機、１１…無線通信部、１１１…メインアンテナ、１１２…サブアンテ
ナ、１１３…切替スイッチ、１１４…第１の受信回路、１１５…第２の受信回路、１１６
…送信回路、１１７…ベースバンド部、１１７１…１ｘ無線制御部、１１７２…ＥＶＤＯ
無線制御部、１１７３…データ通信制御部、１２…メモリ、１３…表示部、１４…操作部
、１５…音声処理部、１６…制御部、１７…電源部、２０…基地局、３０…通信網（ネッ
トワーク）、４０…サーバ装置。
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